
ＥＴＣコーポレートカードの利用に係る走行明細データの有料提供サービスに関する特約≪新旧表≫

改正前（R6.3.1~） 改正後（R6.11.1~）
（データ提供サービスの利用申込み）
第３条 データ提供サービスの利用を申し込む契約者は、本特約の内容を承諾のうえ、データ提供サービス利用申込
書（データ特約様式１。以下「申込書」といいます。）を、当該契約者がカードの利用申込みを行った窓口会社の支
社（以下「取扱窓口」といいます。）に提出して下さい。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、契約者のデータ提供サービスの利用申込みを受け付けることはできませ
ん。
一 契約者が、過去において第８条第３項各号のいずれかに該当することにより、データ提供サービスの利用を中止
されたことがある場合で、窓口会社が、当該契約者のデータ提供サービスの利用申込みを受け付けないことが適当で
あると認めたとき
二 その他窓口会社が、データ提供サービスの利用申込みを受け付けないことが適当であると認めたとき
３ 窓口会社は、契約者が提出した申込書の内容を確認の上、これを受け付けた場合には、窓口会社所定のデータ提
供サービスの利用申込みを受け付けたことを証する書類を発行することにより、契約者がデータ提供サービスを利用
することを承認します。

（データ提供サービスの利用申込み）
第３条 データ提供サービスの利用を申し込む契約者は、本特約の内容を承諾のうえ、データ提供サービス利用申込
書（データ特約様式１。以下「申込書」といいます。）を、当該契約者がカードの利用申込みを行った窓口会社の支
社（以下「取扱窓口」といいます。）に提出するとともに、窓口会社が指定するＷＥＢサイト（以下「ＷＥＢサイ
ト」といいます。）からデータ提供に必要な情報を登録して下さい。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、契約者のデータ提供サービスの利用申込みを受け付けることはできませ
ん。
一 契約者が、過去において第７条第３項各号のいずれかに該当することにより、データ提供サービスの利用を中止
されたことがある場合で、窓口会社が、当該契約者のデータ提供サービスの利用申込みを受け付けないことが適当で
あると認めたとき。
二 その他窓口会社が、データ提供サービスの利用申込みを受け付けないことが適当であると認めたとき。
３ 窓口会社は、契約者が提出した申込書の内容及びＷＥＢサイトへの登録情報を確認の上、これを受け付けた場合
には、窓口会社所定のデータ提供サービスの利用申込みを受け付けたことを証する書類を発行することにより、契約
者がデータ提供サービスを利用することを承認します。

（データ提供サービスの方法）
第４条 窓口会社は、データ提供サービスの利用を承認された契約者（以下「利用契約者」といいます。）の毎月の
明細データを、明細データフォーマット仕様（データ特約別表１）に従い作成のうえ、翌月２０日までに、当該利用
契約者あて送付いたします。（ただし、利用契約者に提供すべき明細データが存しない月は、明細データの送付はい
たしません。）
２ 利用契約者は、データ提供サービスを利用するために必要な機器及びソフトウェアを、自己の負担において準備
するものとします。窓口会社は、利用契約者が選択して使用する機器やソフトウェアに対し、何ら責任を負わないも
のとします。
３ 窓口会社は、利用契約者に対し、明細データを、カードの利用状況の確認、管理その他カードの利用に付随する
事務のために利用する権利を許諾いたします。利用契約者は、明細データについて、これ以外のいかなる権利も取得
するものではありません。
４ データ提供サービスを利用すること又は明細データを利用することにより生じる一切の責任は、利用契約者に
負っていただきます。

（データ提供サービスの方法）
第４条 窓口会社は、データ提供サービスの利用を承認された契約者（以下「利用契約者」といいます。）の毎月の
明細データを、明細データフォーマット仕様（データ特約別表１）に従い作成のうえ、翌月２０日までに、当該利用
契約者あて提供します。（ただし、利用契約者に提供すべき明細データが存しない月は、明細データを提供しませ
ん。）
２ 利用契約者は、データ提供サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア及び通信環境を、自己の負担に
おいて準備するものとします。窓口会社は、利用契約者が選択して使用する機器、ソフトウェア及び通信環境に対
し、何ら責任を負わないものとします。
３ 窓口会社は、利用契約者に対し、明細データを、カードの利用状況の確認、管理その他カードの利用に付随する
事務のために利用する権利を許諾いたします。利用契約者は、明細データについて、これ以外のいかなる権利も取得
するものではありません。
４ データ提供サービスを利用すること又は明細データを利用することにより生じる一切の責任は、利用契約者に
負っていただきます。

（明細データの再提供）
第５条 利用契約者は、明細データの再提供を依頼する場合は、明細データ再提供依頼書（データ特約様式２）を取
扱窓口あて提出して下さい。ただし、再提供を依頼できる明細データは、再提供の依頼をする日の属する月の前月又
は前々月の明細データに限ります。
２ 前条の定めは、明細データ送付の期日に関する定めを除き、窓口会社が利用契約者に対し、明細データの再提供
をする場合について準用します。

（明細データの提供期間）
第５条 利用契約者は、窓口会社が明細データを提供してから最大３か月の間、ＷＥＢサイトからダウンロードする
ことができます。
２ 利用契約者は、前項に定める期間が超過した後に、明細データの提供を求めることはできません。



（データ提供手数料）
第６条 利用契約者は、窓口会社から明細データの提供又は再提供を受けたときは、データ提供手数料として、１か
月分の明細データの提供につき７７０円（消費税等相当額を含みます。）を窓口会社にお支払い下さい。
２ 窓口会社は、前項に定めるデータ提供手数料を、データ提供サービスを行う月の後納料金等の請求にあわせて、
約款第１７条第１項に定める後納料金等請求書により利用契約者に請求します。
３ 利用契約者が、データ提供手数料の支払いを行う場合は、約款第１７条第４項及び第５項を準用するものとしま
す。
４ データ提供手数料は、後納料金等と同義であるとみなし、約款第１８条第１項、同条第２項、約款第１９条第１
項及び約款第２０条第１項の規定を準用することとします。
５ 三会社は、第１項に定めるデータ提供手数料の改定を行うことができるものとします。ただし、この場合、三会
社は、当該改定の３箇月前までに利用契約者に対し通知するものとします。（法改正に基づく消費税等相当額の改定
に伴いデータ提供手数料を改定する場合は、この限りではありません。）

（データ提供手数料）
第６条 利用契約者は、窓口会社から明細データの提供を受けたときは、データ提供手数料として、１か月分の明細
データの提供につき７７０円（消費税等相当額を含みます。）を窓口会社にお支払い下さい。
２ 窓口会社は、前項に定めるデータ提供手数料を、データ提供サービスを行う月の後納料金等の請求にあわせて、
約款第１７条第１項に定める後納料金等請求書により利用契約者に請求します。
３ 利用契約者が、データ提供手数料の支払いを行う場合は、約款第１７条第４項及び第５項を準用するものとしま
す。
４ データ提供手数料は、後納料金等と同義であるとみなし、約款第１８条第１項、同条第２項、約款第１９条第１
項及び約款第２０条第１項の規定を準用することとします。
５ 三会社は、第１項に定めるデータ提供手数料の改定を行うことができるものとします。ただし、この場合、三会
社は、当該改定の３か月前までに利用契約者に対し通知するものとします。（法改正に基づく消費税等相当額の改定
に伴いデータ提供手数料を改定する場合は、この限りではありません。）

（変更の届出）
第７条 利用契約者は、データ提供サービスについて、窓口会社あて申し込んだ内容に変更がある場合は、データ提
供サービス変更届（データ特約様式３）により、取扱窓口あて、その内容を速やかに届け出てください。利用契約者
が申込み内容の変更の届出を遅滞したこと、又は適切に行わなかったことにより生じる一切の責任は、利用契約者に
負っていただきます。

削除

（データ提供サービスの利用の中止等）
第８条 利用契約者は、データ提供サービスの利用を中止する場合は、データ提供サービス中止届（データ特約様式
４）により、データ提供サービスの利用を中止する月の前月末日までに、取扱窓口あて届け出てください。
２ 利用契約者が前項の中止の届出を遅滞したこと、又は適切に行わなかったことにより生じる一切の責任は、利用
契約者に負っていただきます。
３ 窓口会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに無催告で、データ提供サービスを中止することが
できます。
一 利用契約者が、明細データを改ざんしたとき
二 利用契約者が、明細データを約款に違反する行為に利用したとき
三 利用契約者が、約款に基づく契約者たる資格を有しなくなったとき
四 利用契約者が、第６条に定めるデータ提供手数料を支払わないとき
五 利用契約者が、利用契約者として不適当な行為をおこなったとき
六 その他窓口会社が、利用契約者に対しデータ提供サービスを行わないことが適当であると認めるとき

（データ提供サービスの利用の中止等）
第７条 利用契約者は、データ提供サービスの利用を中止する場合は、データ提供サービス中止届（データ特約様式
２）により、データ提供サービスの利用を中止する月の前月末日までに、取扱窓口あて届け出てください。
２ 利用契約者が前項の中止の届出を遅滞したこと、又は適切に行わなかったことにより生じる一切の責任は、利用
契約者に負っていただきます。
３ 窓口会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに無催告で、データ提供サービスを中止することが
できます。
一 利用契約者が、明細データを改ざんしたとき。
二 利用契約者が、明細データを約款に違反する行為に利用したとき。
三 利用契約者が、約款に基づく契約者たる資格を有しなくなったとき。
四 利用契約者が、第６条に定めるデータ提供手数料を支払わないとき。
五 利用契約者が、利用契約者として不適当な行為をおこなったとき。
六 その他窓口会社が、利用契約者に対しデータ提供サービスを行わないことが適当であると認めるとき。



（免責事項）
第９条 三会社は、次の各号に該当するときは、そのため生じた損害について責任を負いません。ただし、三会社の
いずれかの故意又は重過失に起因する場合はこの限りではないものとします。
一 提出書類の不備、届出事項の誤り、郵送上の事故その他三会社の責によらない事由により、データ提供サービス
が遅延し、又は不能となったとき。
二 通信機器、回線及び電子計算機等の障害、電話の不通その他三会社の責によらない通信手段の障害等により、
データ提供サービスが遅延し、又は不能となったとき。
三 災害、事変その他三会社の責によらない事由により、データ提供サービスが遅延し、又は不能となったとき。
四 三会社の責によらない郵送上の事故、盗難又は亡失等により、利用契約者又はそのカード利用者の名前、住所、
カード番号又はカードの利用に関する情報が漏洩したとき。

（免責事項）
第８条 三会社は、次の各号に該当するときは、そのため生じた損害について責任を負いません。ただし、三会社の
いずれかの故意又は重過失に起因する場合はこの限りではないものとします。
一 提出書類の不備、届出事項の誤り、郵送上の事故、利用時の入力内容の誤り及びその他三会社の責によらない事
由により、データ提供サービスが遅延し、又は不能となったとき。
二 通信機器、回線及び電子計算機等の障害、電話の不通その他三会社の責によらない通信手段の障害等により、
データ提供サービスが遅延し、又は不能となったとき。
三 災害、事変その他三会社の責によらない事由により、データ提供サービスが遅延し、又は不能となったとき。
四 三会社の責によらない郵送上の事故、盗難又は亡失等により、利用契約者又はそのカード利用者の名前、住所、
カード番号又はカードの利用に関する情報が漏洩したとき。
五    利用契約者の通信環境、コンピューター環境その他の事由により、データ提供サービスが正常に利用できないと
き。
六    利用契約者又は第三者がデータ提供サービスで提供される明細データ等の不正な利用を行ったとき。
七    データ提供サービスの利用に必要な入力操作、インターネット通信回線、インターネット供給事業者等において
盗聴、妨害等がなされたことにより、契約者番号、契約者名等が漏えいしたとき。
八    三会社がＷＥＢサイト上でのユーザーID及びパスワードの取扱いを実施した場合で、パスワードその他の個人情
報について第三者による盗用その他の不正行為があったとき。
九    前各号に掲げるもののほか、三会社の責によらない事由により、データ提供サービスの提供が遅延し、又は不能
となったとき若しくは利用者に係る情報が漏えいしたとき。

（本特約の改定）
第１０条 三会社は、本特約を改定することがあります。
２ 前項の場合において、三会社は、改定内容又は改定後の特約をあらかじめ書面その他の方法により利用契約者あ
て通知します。当該通知により三会社が指定した改定後の特約の適用開始日以降に、利用契約者がデータ提供サービ
スを利用した場合、当該改定内容を承諾したものとみなします。
３ 利用契約者は、改定後の特約を承諾できない場合、第８条の定めに従いデータ提供サービスを中止することがで
きます。

（本特約の改定）
第９条 三会社は、本特約を改定することがあります。
２ 前項の場合において、三会社は、改定内容又は改定後の特約をあらかじめ書面その他の方法により利用契約者あ
て通知します。当該通知により三会社が指定した改定後の特約の適用開始日以降に、利用契約者がデータ提供サービ
スを利用した場合、当該改定内容を承諾したものとみなします。
３ 利用契約者は、改定後の特約を承諾できない場合、第７条の定めに従いデータ提供サービスを中止することがで
きます。

附則
この特約は、令和６年３月１日から施行します。

附則
この特約は、令和６年１１月１日から施行します。
ただし、令和６年１０月分までの明細データは、改定前の本特約第４条第１項に定める方法により送付します。



CD-ROM WEB配信
WEB配信

Wi ndows及びMacOS 0000000000_ OTMEI SAI _ YYYYMM. t xt
Ｃ Ｄ－Ｒ ＯＭ ※先頭は契約者番号10桁、 YYYYMMは請求年（ 西暦４ 桁） 及び月
OTMEI SAI １ ５ ０ バイ ト （ Ｃ Ｒ ， Ｌ Ｆ 含む）
６ ５ ０ ＭＢ Ｅ ＯＦ コード 無し

0000000000_ OTMEI SAI _ YYYYMM. t xt
※先頭は契約者番号10桁、 YYYYMMは請求年（ 西暦４ 桁） 及び月
１ ５ ０ バイ ト （ Ｃ Ｒ ， Ｌ Ｆ 含む）
Ｅ ＯＦ コード 無し

○項目説明 ○項目説明
番号 項目名 属性 桁数 内容 番号 項目名 属性 桁数 内容
1 お客様番号 9 10 請求書記載のお客様番号 1 お客様番号 9 10 請求書記載のお客様番号

2 カード 番号 9 15 利用したETCコーポレート カード 番号 2 カード 番号 9 15 利用したETCコーポレート カード 番号

3 組合員番号 9 5 組合員の識別番号（ 個人・ 法人の場合は「 00000」 ） 3 組合員番号 9 5 組合員の識別番号（ 個人・ 法人の場合は「 00000」 ）

4 利用日付 9 8 利用年月日（ 年は西暦・ yyyymmdd） 4 利用日付 9 8 利用年月日（ 年は西暦・ yyyymmdd）

5 路線 9 3 利用路線（ 当分の間、 頭１ 桁は「 0」 ） 5 路線 9 3 利用路線（ 当分の間、 頭１ 桁は「 0」 ）

6 入口I C番号 9 5 入口I C番号 6 入口I C番号 9 5 入口I C番号

7 入口I C名 N 10 入口I C日本語名称（ 漢字はJI S第一・ 第二水準内を使用） 7 入口I C名 N 10 入口I C日本語名称（ 漢字はJI S第一・ 第二水準内を使用）

8 出口I C番号 9 5 出口I C番号 8 出口I C番号 9 5 出口I C番号

9 出口I C名 N 10 出口I C日本語名称（ 漢字はJI S第一・ 第二水準内を使用） 9 出口I C名 N 10 出口I C日本語名称（ 漢字はJI S第一・ 第二水準内を使用）

10 車種 9 2 利用車種のコード （ 当分の間、 頭１ 桁は「 0」 ） 10 車種 9 2 利用車種のコード （ 当分の間、 頭１ 桁は「 0」 ）

11 通行料金 9 6 道路を利用した料金 11 通行料金 9 6 道路を利用した料金

12 高速料金 9 6 通行料金のう ち、 高速国道利用分の料金 12 高速料金 9 6 通行料金のう ち、 高速国道利用分の料金

13 一般道料金 9 6 通行料金のう ち、 一般有料道路利用分の料金 13 一般道料金 9 6 通行料金のう ち、 一般有料道路利用分の料金

14 公社料金等 9 6 通行料金のう ち、 三会社が管理する以外の道路利用分の料金 14 公社料金等 9 6 通行料金のう ち、 三会社が管理する以外の道路利用分の料金

15 割引有無区分 9 2
大口・ 多頻度割引適用の有無
00:通常（ 割引対象） ／01： 割引停止／02： 車両不一致

15 割引有無区分 9 2
大口・ 多頻度割引適用の有無
00:通常（ 割引対象） ／01： 割引停止／02： 車両不一致

16 区分1 9 1 通行止め又は、 一時退出による通行料金の調整の有無　 0:なし／1： あり 16 区分1 9 1 通行止め又は、 一時退出による通行料金の調整の有無　 0:なし／1： あり

17 区分2 9 1 工事迂回による調整適用有無　 0： なし／1： あり 17 区分2 9 1 工事迂回による調整適用有無　 0： なし／1： あり

18 区分3 9 1 1： なし 18 区分3 9 1 1： なし

19 区分4 9 1 深夜割引適用有無　 0： あり ／1： なし 19 区分4 9 1 深夜割引適用有無　 0： あり ／1： なし

20 区分5 9 1
名古屋高速道路公社の割引適用有無　 0： あり ／1： なし／
2： 名古屋高速道路公社以外の道路公社の特別割引

20 区分5 9 1
名古屋高速道路公社の割引適用有無　 0： あり ／1： なし／
2： 名古屋高速道路公社以外の道路公社の特別割引

21 区分6 9 1
名古屋高速道路公社の路線バス割引適用有無　 0： あり ／
1： なし／2： 名古屋高速道路公社以外の道路公社の路線バス割引

21 区分6 9 1
名古屋高速道路公社の路線バス割引適用有無　 0： あり ／
1： なし／2： 名古屋高速道路公社以外の道路公社の路線バス割引

22 区分7 9 1 0： なし 22 区分7 9 1 0： なし

23 区分8 9 1
0： なし／1： ETC2. 0割引／4： 休日割引（ 30%） ／8： 特別区間割引／9： 試
行割引

23 区分8 9 1
0： なし／1： ETC2. 0割引／4： 休日割引（ 30%） ／8： 特別区間割引／9： 試
行割引

24 区分9 9 1
0： なし／3： アク アラ イン割引／4： 広呉連続利用割引／8： ETC通常（ 第二
京阪割引料金調整含）

24 区分9 9 1
0： なし／3： アク アラ イン割引／4： 広呉連続利用割引／8： ETC通常（ 第二
京阪割引料金調整含）

25 区分10 9 1

0： なし／1:平日朝夕割引対象走行／2： 平日朝夕割引（ 30%） ／3： 平日朝
夕割引（ 50%） ／4： 特別区間割引（ 平日朝夕走行回数カウント 対象） ／5：
ETC2. 0割引（ 平日朝夕走行カウント 対象） ／7： 外環道迂回利用割引、 大阪
都心流入割引又は名古屋都心流入割引／8： 千葉外環利用促進割引

25 区分10 9 1

0： なし／1:平日朝夕割引対象走行／2： 平日朝夕割引（ 30%） ／3： 平日朝
夕割引（ 50%） ／4： 特別区間割引（ 平日朝夕走行回数カウント 対象） ／5：
ETC2. 0割引（ 平日朝夕走行カウント 対象） ／7： 外環道迂回利用割引、 大阪
都心流入割引又は名古屋都心流入割引／8： 千葉外環利用促進割引

26 区分11 9 1 名高速都心環状線連続利用の有無　 0： なし /1： あり 26 区分11 9 1 名高速都心環状線連続利用の有無　 0： なし /1： あり

27 区分12 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 27 区分12 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

28 区分13 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 28 区分13 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

29 区分14 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 29 区分14 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

30 区分15 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 30 区分15 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

31 区分16 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 31 区分16 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

32 区分17 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 32 区分17 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

33 区分18 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 33 区分18 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

34 区分19 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 34 区分19 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

35 区分20 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 35 区分20 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

36 ダミ ー X 1 スペース 36 ダミ ー X 1 スペース

37 大口多頻度割引対象額 9 6 大口多頻度割引対象額（ 高速国道・ 一般有料道路合算） 37 大口多頻度割引対象額 9 6 大口多頻度割引対象額（ 高速国道・ 一般有料道路合算）

38 ダミ ー X 2 スペース 38 ダミ ー X 2 スペース

39 Ｃ Ｒ X 1 改行コード （ 0xOD） 39 Ｃ Ｒ X 1 改行コード （ 0xOD）

40 Ｌ Ｆ X 1 改行コード （ 0xOA） 40 Ｌ Ｆ X 1 改行コード （ 0xOA）

※属性凡例 ※属性凡例

9： 半角数値項目（ ASCI I コード ） 9： 半角数値項目（ ASCI I コード ）

X： 半角英数字項目（ ASCI I コード ） X： 半角英数字項目（ ASCI I コード ）

N： 全角日本語項目（ Shi f t -J I Sコード ） N： 全角日本語項目（ Shi f t -J I Sコード ）

○ファ イル情報
対応ＯＳ 　 　 　 　 　 ：
物理フォーマッ ト 　 ：
ボリ ューム名　 　 　 ：

改正前（ 令和6年3月1日施行） 改正後（ 令和6年11月1日施行）

明細データフォーマット仕様 明細データフォーマット仕様

○提供方法

○メ ディ ア情報（ CD-R）

○提供方法

ファ イル名　 　 　 　 ：

ファ イル名　 　 　 　 ：

レコード 長　 　 　 　 ：

レコード 長　 　 　 　 ：

ファ イル終了条件　 ：

ファ イル終了条件　 ：最大記憶容量　 　 　 ：

○ファ イル情報

削除

⇒削除



CD-ROM WEB配信
WEB配信

0000000000_ OTI NFO_ YYYYMM. t xt
Wi ndows及びMacOS ※先頭は契約者番号10桁、 YYYYMMは請求年（ 西暦４ 桁） 及び月
Ｃ Ｄ－Ｒ ＯＭ ２ ０ ０ バイ ト （ Ｃ Ｒ ， Ｌ Ｆ 含む）
OTMEI SAI Ｅ ＯＦ コード 無し
６ ５ ０ ＭＢ

0000000000_ OTI NFO_ YYYYMM. t xt
※先頭は契約者番号10桁、 YYYYMMは請求年（ 西暦４ 桁） 及び月
２ ０ ０ バイ ト （ Ｃ Ｒ ， Ｌ Ｆ 含む）
Ｅ ＯＦ コード 無し

○項目説明 ○項目説明
番号 項目名 属性 桁数 内容 番号 項目名 属性 桁数 内容
1 お客様番号 9 10 請求書記載のお客様番号 1 お客様番号 9 10 請求書記載のお客様番号

2 組合員番号 9 5 組合員の識別番号（ 個人・ 法人の場合は「 00000」 ） 2 組合員番号 9 5 組合員の識別番号（ 個人・ 法人の場合は「 00000」 ）

3 利用年月 9 6 利用年月（ 年は西暦・ yyyymm） 3 利用年月 9 6 利用年月（ 年は西暦・ yyyymm）

4 カード 単位管理番号 9 14

カード 単位集計用の管理番号（ 通常は利用カード 番号の上１ ４ 桁。
月途中のカード 再発行に伴い複数のカード 利用額を合算してカード
利用額を算出している場合においては、 カード 単位集計における基
本カード 番号の上１ ４ 桁。 また、 Ｅ Ｔ Ｃ 別納カード 継続利用の場合
は、 別途管理番号を設定）

4 カード 単位管理番号 9 14

カード 単位集計用の管理番号（ 通常は利用カード 番号の上１ ４ 桁。
月途中のカード 再発行に伴い複数のカード 利用額を合算してカード
利用額を算出している場合においては、 カード 単位集計における基
本カード 番号の上１ ４ 桁。 また、 Ｅ Ｔ Ｃ 別納カード 継続利用の場合
は、 別途管理番号を設定）

5
通行料金
（ カード 単位合計）

9 10 道路を利用した料金のカード 単位での合計額 5
通行料金
（ カード 単位合計）

9 10 道路を利用し た料金のカード 単位での合計額

6
路線バス割引対象額
（ 高速道路）

9 10 カード 単位での高速道路利用額のう ち、 路線バス割引の対象額 6
路線バス割引対象額
（ 高速道路）

9 10 カード 単位での高速道路利用額のう ち、 路線バス割引の対象額

7
路線バス割引額
（ 高速道路）

9 10
上記「 路線バス割引対象額（ 高速道路） 」 に対する高速道路の割引
額

7
路線バス割引額
（ 高速道路）

9 10
上記「 路線バス割引対象額（ 高速道路） 」 に対する高速道路の割引
額

8
車両単位割引対象額
（ 高速道路）

9 10
カード 単位での高速道路利用額のう ち、 大口・ 多頻度割引（ 車両単
位割引） の対象額

8
車両単位割引対象額
（ 高速道路）

9 10
カード 単位での高速道路利用額のう ち、 大口・ 多頻度割引（ 車両単
位割引） の対象額

9
車両単位割引対象額
（ 一般・ 首都圏）

9 10
カード 単位での一般有料道路（ 伊勢湾岸除く ） 利用額のう ち、 大
口・ 多頻度割引（ 車両単位割引） の対象額

9
車両単位割引対象額
（ 一般・ 首都圏）

9 10
カード 単位での一般有料道路（ 伊勢湾岸除く ） 利用額のう ち、 大
口・ 多頻度割引（ 車両単位割引） の対象額

10
車両単位割引対象額
（ 一般・ 伊勢湾岸）

9 10
カード 単位での一般有料道路（ 伊勢湾岸） 利用額のう ち、 大口・ 多
頻度割引（ 車両単位割引） の対象額

10
車両単位割引対象額
（ 一般・ 伊勢湾岸）

9 10
カード 単位での一般有料道路（ 伊勢湾岸） 利用額のう ち、 大口・ 多
頻度割引（ 車両単位割引） の対象額

11
車両単位割引額
（ 高速道路）

9 10
上記「 車両単位割引対象額（ 高速道路） 」 に対する高速道路の車両
単位割引額

11
車両単位割引額
（ 高速道路）

9 10
上記「 車両単位割引対象額（ 高速道路） 」 に対する高速道路の車両
単位割引額

12
車両単位割引額
（ 一般・ 首都圏）

9 10
上記「 車両単位割引対象額（ 一般・ 首都圏） 」 に対する一般有料道
路の車両単位割引額

12
車両単位割引額
（ 一般・ 首都圏）

9 10
上記「 車両単位割引対象額（ 一般・ 首都圏） 」 に対する一般有料道
路の車両単位割引額

13
車両単位割引額
（ 一般・ 伊勢湾岸）

9 10
上記「 車両単位割引対象額（ 一般・ 伊勢湾岸） 」 に対する一般有料
道路の車両単位割引額

13
車両単位割引額
（ 一般・ 伊勢湾岸）

9 10
上記「 車両単位割引対象額（ 一般・ 伊勢湾岸） 」 に対する一般有料
道路の車両単位割引額

14 調整額符号 X 1 符号　 +： プラ ス金額／-： マイナス金額 14 調整額符号 X 1 符号　 +： プラ ス金額／-： マイナス金額

15 調整金額 9 10 カード 単位の調整額 15 調整金額 9 10 カード 単位の調整額

16 請求額符号 X 1 符号　 +： プラ ス金額／-： マイナス金額 16 請求額符号 X 1 符号　 +： プラ ス金額／-： マイナス金額

17 請求金額 9 10 カード 単位の請求額 17 請求金額 9 10 カード 単位の請求額

18 集計対象カード 番号１ 9 15
通常は利用カード の番号。 月途中のカード 再発行に伴い複数のカー
ド 利用額を合算してカード 利用額を算出している場合においては、
合算対象と なるカード の１ つ目を表示。

18 集計対象カード 番号１ 9 15
通常は利用カード の番号。 月途中のカード 再発行に伴い複数のカー
ド 利用額を合算してカード 利用額を算出している場合においては、
合算対象と なるカード の１ つ目を表示。

19 集計対象カード 番号２ 9 15
月途中のカード 再発行に伴い複数のカード 利用額を合算してカード
利用額を算出している場合においては、 合算の対象と なるカード の
２ つ目を表示。 その他は、 ZERO

19 集計対象カード 番号２ 9 15
月途中のカード 再発行に伴い複数のカード 利用額を合算してカード
利用額を算出している場合においては、 合算の対象と なるカード の
２ つ目を表示。 その他は、 ZERO

20 集計対象カード 番号３ 9 15
月途中のカード 再発行に伴い複数のカード 利用額を合算してカード
利用額を算出している場合においては、 合算の対象と なるカード の
３ つ目を表示。 その他は、 ZERO

20 集計対象カード 番号３ 9 15
月途中のカード 再発行に伴い複数のカード 利用額を合算してカード
利用額を算出している場合においては、 合算の対象と なるカード の
３ つ目を表示。 その他は、 ZERO

21 ダミ ー X 6 スペース 21 ダミ ー X 6 スペース

22 Ｃ Ｒ X 1 改行コード （ 0xOD） 22 Ｃ Ｒ X 1 改行コード （ 0xOD）

23 Ｌ Ｆ X 1 改行コード （ 0xOA） 23 Ｌ Ｆ X 1 改行コード （ 0xOA）

※属性凡例 ※属性凡例

9： 半角数値項目（ ASCI I コード ） 9： 半角数値項目（ ASCI I コ ード ）

X： 半角英数字項目（ ASCI I コード ） X： 半角英数字項目（ ASCI I コード ）

N： 全角日本語項目（ Shi f t -J I Sコード ） N： 全角日本語項目（ Shi f t -J I Sコード ）

改正前（ 令和6年3月1日施行） 改正後（ 令和6年11月1日施行）

大口・多頻度割引制度　ＥＴＣコーポレートカード利用明細フォーマット仕様 大口・多頻度割引制度　ＥＴＣコーポレートカード利用明細ＣＤ－Ｒフォーマット仕様
（ 利用明細に係る 補足情報データ フォーマッ ト 仕様） （ 利用明細に係る 補足情報データフォーマッ ト 仕様）

○提供方法

○メ ディ ア情報（ CD-R） ファ イル名　 　 　 　 ：
対応ＯＳ 　 　 　 　 　 ：
物理フォーマッ ト 　 ： レコード 長　 　 　 　 ：

ファ イル終了条件　 ：

○提供方法

○ファ イ ル情報

○ファ イ ル情報
ファ イル名　 　 　 　 ：

レコ ード 長　 　 　 　 ：

ボリ ューム名　 　 　 ： ファ イル終了条件　 ：
最大記憶容量　 　 　 ：

削除

⇒削除



CD-ROM WEB配信
WEB配信

Wi ndows及びMacOS 0000000000_ OTMEI SAI 2_ YYYYMM. t xt
Ｃ Ｄ－Ｒ ＯＭ ※先頭は契約者番号10桁、 YYYYMMは請求年（ 西暦４ 桁） 及び月
OTMEI SAI １ ７ ４ バイ ト （ Ｃ Ｒ ， Ｌ Ｆ 含む）
６ ５ ０ ＭＢ Ｅ ＯＦ コード 無し

0000000000_ OTMEI SAI 2_ YYYYMM. t xt
※先頭は契約者番号10桁、 YYYYMMは請求年（ 西暦４ 桁） 及び月
１ ７ ４ バイ ト （ Ｃ Ｒ ， Ｌ Ｆ 含む）
Ｅ ＯＦ コ ード 無し

○項目説明 ○項目説明
番号 項目名 属性 桁数 内容 番号 項目名 属性 桁数 内容
1 お客様番号 9 10 請求書記載のお客様番号 1 お客様番号 9 10 請求書記載のお客様番号

2 カード 番号 9 15 利用し たETCコーポレート カード 番号 2 カード 番号 9 15 利用したETCコーポレート カード 番号

3 組合員番号 9 5 組合員の識別番号（ 個人・ 法人の場合は「 00000」 ） 3 組合員番号 9 5 組合員の識別番号（ 個人・ 法人の場合は「 00000」 ）

4 利用日付 9 8 利用年月日（ 年は西暦・ yyyymmdd） 4 利用日付 9 8 利用年月日（ 年は西暦・ yyyymmdd）

5 路線 9 3 利用路線（ 当分の間、 頭１ 桁は「 0」 ） 5 路線 9 3 利用路線（ 当分の間、 頭１ 桁は「 0」 ）

6 入口I C番号 9 5 入口I C番号 6 入口I C番号 9 5 入口I C番号

7 入口I C名 N 10 入口I C日本語名称（ 漢字はJI S第一・ 第二水準内を使用） 7 入口I C名 N 10 入口I C日本語名称（ 漢字はJI S第一・ 第二水準内を使用）

8 出口I C番号 9 5 出口I C番号 8 出口I C番号 9 5 出口I C番号

9 出口I C名 N 10 出口I C日本語名称（ 漢字はJI S第一・ 第二水準内を使用） 9 出口I C名 N 10 出口I C日本語名称（ 漢字はJI S第一・ 第二水準内を使用）

10 車種 9 2 利用車種のコード （ 当分の間、 頭１ 桁は「 0」 ） 10 車種 9 2 利用車種のコード （ 当分の間、 頭１ 桁は「 0」 ）

11 通行料金 9 6 道路を利用した料金 11 通行料金 9 6 道路を利用した料金

12 高速料金 9 6 通行料金のう ち、 高速国道利用分の料金 12 高速料金 9 6 通行料金のう ち、 高速国道利用分の料金

13 一般道料金 9 6 通行料金のう ち、 一般有料道路利用分の料金 13 一般道料金 9 6 通行料金のう ち、 一般有料道路利用分の料金

14 公社料金等 9 6 通行料金のう ち、 三会社が管理する以外の道路利用分の料金 14 公社料金等 9 6 通行料金のう ち、 三会社が管理する以外の道路利用分の料金

15 割引有無区分 9 2
大口・ 多頻度割引適用の有無
00:通常（ 割引対象） ／01： 割引停止／02： 車両不一致

15 割引有無区分 9 2
大口・ 多頻度割引適用の有無
00:通常（ 割引対象） ／01： 割引停止／02： 車両不一致

16 区分1 9 1
通行止め又は、 一時退出による通行料金の調整の有無　 0:なし／1：
あり

16 区分1 9 1
通行止め又は、 一時退出による通行料金の調整の有無　 0:なし／1：
あり

17 区分2 9 1 工事迂回による調整適用有無　 0： なし／1： あり 17 区分2 9 1 工事迂回による調整適用有無　 0： なし ／1： あり

18 区分3 9 1 1： なし 18 区分3 9 1 1： なし

19 区分4 9 1 深夜割引適用有無　 0： あり ／1： なし 19 区分4 9 1 深夜割引適用有無　 0： あり ／1： なし

20 区分5 9 1
名古屋高速道路公社の割引適用有無　 0： あり ／1： なし ／
2： 名古屋高速道路公社以外の道路公社の特別割引

20 区分5 9 1
名古屋高速道路公社の割引適用有無　 0： あり ／1： なし ／
2： 名古屋高速道路公社以外の道路公社の特別割引

21 区分6 9 1
名古屋高速道路公社の路線バス割引適用有無　 0： あり ／
1： なし／2： 名古屋高速道路公社以外の道路公社の路線バス割引

21 区分6 9 1
名古屋高速道路公社の路線バス割引適用有無　 0： あり ／
1： なし／2： 名古屋高速道路公社以外の道路公社の路線バス割引

22 区分7 9 1 0： なし 22 区分7 9 1 0： なし

23 区分8 9 1
0： なし／1： ETC2. 0割引／4： 休日割引（ 30%） ／8： 特別区間割引／
9： 試行割引

23 区分8 9 1
0： なし／1： ETC2. 0割引／4： 休日割引（ 30%） ／8： 特別区間割引／
9： 試行割引

24 区分9 9 1
0： なし／3： アク アラ イン割引／4： 広呉連続利用割引／8： ETC通常
（ 第二京阪割引料金調整含）

24 区分9 9 1
0： なし／3： アク アラ イン割引／4： 広呉連続利用割引／8： ETC通常
（ 第二京阪割引料金調整含）

25 区分10 9 1

0： なし／1:平日朝夕割引対象走行／2： 平日朝夕割引（ 30%） ／3：
平日朝夕割引（ 50%） ／4： 特別区間割引（ 平日朝夕走行回数カウン
ト 対象） ／5： ETC2. 0割引（ 平日朝夕走行カウント 対象） ／7： 外環
道迂回利用割引、 大阪都心流入割引又は名古屋都心流入割引／8： 千
葉外環利用促進割引

25 区分10 9 1

0： なし／1:平日朝夕割引対象走行／2： 平日朝夕割引（ 30%） ／3：
平日朝夕割引（ 50%） ／4： 特別区間割引（ 平日朝夕走行回数カウン
ト 対象） ／5： ETC2. 0割引（ 平日朝夕走行カウント 対象） ／7： 外環
道迂回利用割引、 大阪都心流入割引又は名古屋都心流入割引／8： 千
葉外環利用促進割引

26 区分11 9 1 名高速都心環状線連続利用の有無　 0： なし /1： あり 26 区分11 9 1 名高速都心環状線連続利用の有無　 0： なし /1： あり

27 区分12 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 27 区分12 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

28 区分13 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 28 区分13 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

29 区分14 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 29 区分14 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

30 区分15 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 30 区分15 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

31 区分16 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 31 区分16 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

32 区分17 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 32 区分17 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

33 区分18 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 33 区分18 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

34 区分19 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 34 区分19 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

35 区分20 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO） 35 区分20 9 1 追加区分用ダミ ー（ 当分の間、 ZERO）

36 ダミ ー X 1 スペース 36 ダミ ー X 1 スペース

37 大口多頻度割引対象額 9 6 大口多頻度割引対象額（ 高速国道・ 一般有料道路合算） 37 大口多頻度割引対象額 9 6 大口多頻度割引対象額（ 高速国道・ 一般有料道路合算）

38 ダミ ー X 2 スペース 38 ダミ ー X 2 スペース

39 課税対象年月 9 6 課税対象年月（ 年は西暦・ yyyymm） 39 課税対象年月 9 6 課税対象年月（ 年は西暦・ yyyymm）

40 消費税対象額( 10%・ 外税) 9 6 消費税対象額 40 消費税対象額( 10%・ 外税) 9 6 消費税対象額

41 消費税額( 10%) 9 6 消費税額 41 消費税額( 10%) 9 6 消費税額

42 不課税・ 非課税対象額 9 6 不課税・ 非課税対象額 42 不課税・ 非課税対象額 9 6 不課税・ 非課税対象額

43 Ｃ Ｒ X 1 改行コード （ 0xOD） 43 Ｃ Ｒ X 1 改行コード （ 0xOD）

44 Ｌ Ｆ X 1 改行コード （ 0xOA） 44 Ｌ Ｆ X 1 改行コード （ 0xOA）

※属性凡例 ※属性凡例

9： 半角数値項目（ ASCI I コード ） 9： 半角数値項目（ ASCI I コード ）

X： 半角英数字項目（ ASCI I コード ） X： 半角英数字項目（ ASCI I コ ード ）

N： 全角日本語項目（ Shi f t -J I Sコード ） N： 全角日本語項目（ Shi f t -J I Sコード ）

○メ ディ ア情報（ CD-R） ○ファ イ ル情報

○提供方法

改正前（ 令和6年3月1日施行） 改正後（ 令和6年11月1日施行）

明細データフォーマット仕様（インボイス対応用） 明細データフォーマット仕様（インボイス対応用）

○提供方法

対応ＯＳ 　 　 　 　 　 ： ファ イ ル名　 　 　 　 ：
物理フォーマッ ト 　 ：
ボリ ューム名　 　 　 ： レコード 長　 　 　 　 ：
最大記憶容量　 　 　 ： ファ イ ル終了条件　 ：

○ファ イ ル情報
ファ イ ル名　 　 　 　 ：

レコード 長　 　 　 　 ：
ファ イ ル終了条件　 ：

削除

⇒削除



CD-ROM WEB配信
WEB配信

Wi ndows及びMacOS 0000000000_ OTI NFO2_ YYYYMM. t xt
Ｃ Ｄ－Ｒ ＯＭ ※先頭は契約者番号10桁、 YYYYMMは請求年（ 西暦４ 桁） 及び月
OTMEI SAI ２ ３ ９ バイ ト （ Ｃ Ｒ ， Ｌ Ｆ 含む）
６ ５ ０ ＭＢ Ｅ ＯＦ コード 無し

0000000000_ OTI NFO2_ YYYYMM. t xt
※先頭は契約者番号10桁、 YYYYMMは請求年（ 西暦４ 桁） 及び月
２ ３ ９ バイ ト （ Ｃ Ｒ ， Ｌ Ｆ 含む）
Ｅ ＯＦ コード 無し

○項目説明 ○項目説明
番号 項目名 属性 桁数 内容 番号 項目名 属性 桁数 内容
1 お客様番号 9 10 請求書記載のお客様番号 1 お客様番号 9 10 請求書記載のお客様番号

2 組合員番号 9 5 組合員の識別番号（ 個人・ 法人の場合は「 00000」 ） 2 組合員番号 9 5 組合員の識別番号（ 個人・ 法人の場合は「 00000」 ）

3 利用年月 9 6 利用年月（ 年は西暦・ yyyymm） 3 利用年月 9 6 利用年月（ 年は西暦・ yyyymm）

4 カード 単位管理番号 9 14

カード 単位集計用の管理番号（ 通常は利用カード 番号の上１ ４ 桁。
月途中のカード 再発行に伴い複数のカード 利用額を合算し てカード
利用額を算出し ている 場合においては、 カード 単位集計における基
本カード 番号の上１ ４ 桁。 また、 Ｅ Ｔ Ｃ 別納カード 継続利用の場合
は、 別途管理番号を設定）

4 カード 単位管理番号 9 14

カード 単位集計用の管理番号（ 通常は利用カード 番号の上１ ４ 桁。
月途中のカード 再発行に伴い複数のカード 利用額を合算し てカード
利用額を算出し ている場合においては、 カード 単位集計における基
本カード 番号の上１ ４ 桁。 また、 Ｅ Ｔ Ｃ 別納カード 継続利用の場合
は、 別途管理番号を設定）

5
通行料金
（ カード 単位合計）

9 10 道路を利用し た料金のカード 単位での合計額 5
通行料金
（ カード 単位合計）

9 10 道路を利用し た料金のカード 単位での合計額

6
路線バス割引対象額
（ 高速道路）

9 10 カード 単位での高速道路利用額のう ち、 路線バス割引の対象額 6
路線バス割引対象額
（ 高速道路）

9 10 カード 単位での高速道路利用額のう ち、 路線バス割引の対象額

7
路線バス割引額
（ 高速道路）

9 10
上記「 路線バス割引対象額（ 高速道路） 」 に対する高速道路の割引
額

7
路線バス割引額
（ 高速道路）

9 10
上記「 路線バス割引対象額（ 高速道路） 」 に対する高速道路の割引
額

8
車両単位割引対象額
（ 高速道路）

9 10
カード 単位での高速道路利用額のう ち、 大口・ 多頻度割引（ 車両単
位割引） の対象額

8
車両単位割引対象額
（ 高速道路）

9 10
カード 単位での高速道路利用額のう ち、 大口・ 多頻度割引（ 車両単
位割引） の対象額

9
車両単位割引対象額
（ 一般・ 首都圏）

9 10
カード 単位での一般有料道路（ 伊勢湾岸除く ） 利用額のう ち、 大
口・ 多頻度割引（ 車両単位割引） の対象額

9
車両単位割引対象額
（ 一般・ 首都圏）

9 10
カード 単位での一般有料道路（ 伊勢湾岸除く ） 利用額のう ち、 大
口・ 多頻度割引（ 車両単位割引） の対象額

10
車両単位割引対象額
（ 一般・ 伊勢湾岸）

9 10
カード 単位での一般有料道路（ 伊勢湾岸） 利用額のう ち、 大口・ 多
頻度割引（ 車両単位割引） の対象額

10
車両単位割引対象額
（ 一般・ 伊勢湾岸）

9 10
カード 単位での一般有料道路（ 伊勢湾岸） 利用額のう ち、 大口・ 多
頻度割引（ 車両単位割引） の対象額

11
車両単位割引額
（ 高速道路）

9 10
上記「 車両単位割引対象額（ 高速道路） 」 に対する高速道路の車両
単位割引額

11
車両単位割引額
（ 高速道路）

9 10
上記「 車両単位割引対象額（ 高速道路） 」 に対する高速道路の車両
単位割引額

12
車両単位割引額
（ 一般・ 首都圏）

9 10
上記「 車両単位割引対象額（ 一般・ 首都圏） 」 に対する一般有料道
路の車両単位割引額

12
車両単位割引額
（ 一般・ 首都圏）

9 10
上記「 車両単位割引対象額（ 一般・ 首都圏） 」 に対する一般有料道
路の車両単位割引額

13
車両単位割引額
（ 一般・ 伊勢湾岸）

9 10
上記「 車両単位割引対象額（ 一般・ 伊勢湾岸） 」 に対する一般有料
道路の車両単位割引額

13
車両単位割引額
（ 一般・ 伊勢湾岸）

9 10
上記「 車両単位割引対象額（ 一般・ 伊勢湾岸） 」 に対する一般有料
道路の車両単位割引額

14 調整額符号 X 1 符号　 +： プラ ス金額／-： マイ ナス金額 14 調整額符号 X 1 符号　 +： プラ ス金額／-： マイ ナス金額

15 調整金額 9 10 カード 単位の調整額 15 調整金額 9 10 カード 単位の調整額

16 請求額符号 X 1 符号　 +： プラ ス金額／-： マイ ナス金額 16 請求額符号 X 1 符号　 +： プラ ス金額／-： マイ ナス金額

17 請求金額 9 10 カード 単位の請求額 17 請求金額 9 10 カード 単位の請求額

18 集計対象カード 番号１ 9 15
通常は利用カード の番号。 月途中のカード 再発行に伴い複数のカー
ド 利用額を合算し てカード 利用額を算出し ている場合においては、
合算対象と なるカード の１ つ目を表示。

18 集計対象カード 番号１ 9 15
通常は利用カード の番号。 月途中のカード 再発行に伴い複数のカー
ド 利用額を合算し てカード 利用額を算出し ている場合においては、
合算対象と なるカード の１ つ目を表示。

19 集計対象カード 番号２ 9 15
月途中のカード 再発行に伴い複数のカード 利用額を合算し てカード
利用額を算出し ている 場合においては、 合算の対象と なるカード の
２ つ目を表示。 その他は、 ZERO

19 集計対象カード 番号２ 9 15
月途中のカード 再発行に伴い複数のカード 利用額を合算し てカード
利用額を算出し ている場合においては、 合算の対象と なるカード の
２ つ目を表示。 その他は、 ZERO

20 集計対象カード 番号３ 9 15
月途中のカード 再発行に伴い複数のカード 利用額を合算し てカード
利用額を算出し ている 場合においては、 合算の対象と なるカード の
３ つ目を表示。 その他は、 ZERO

20 集計対象カード 番号３ 9 15
月途中のカード 再発行に伴い複数のカード 利用額を合算し てカード
利用額を算出し ている場合においては、 合算の対象と なるカード の
３ つ目を表示。 その他は、 ZERO

21 ダミ ー X 6 スペース 21 ダミ ー X 6 スペース

22 課税対象年月 9 6 課税対象年月（ 年は西暦・ yyyymm） 22 課税対象年月 9 6 課税対象年月（ 年は西暦・ yyyymm）

23 消費税対象額符号 X 1 符号　 +： プラ ス金額／-： マイ ナス金額 23 消費税対象額符号 X 1 符号　 +： プラ ス金額／-： マイ ナス金額

24 消費税対象額( 10%・ 外税) 9 10 消費税対象額 24 消費税対象額( 10%・ 外税) 9 10 消費税対象額

25 消費税額符号 X 1 符号　 +： プラ ス金額／-： マイ ナス金額 25 消費税額符号 X 1 符号　 +： プラ ス金額／-： マイ ナス金額

26 消費税額( 10%) 9 10 消費税額 26 消費税額( 10%) 9 10 消費税額

27
不課税・ 非課税対象額
符号

X 1 符号　 +： プラ ス金額／-： マイ ナス金額 27
不課税・ 非課税対象額
符号

X 1 符号　 +： プラ ス金額／-： マイ ナス金額

28
不課税・ 非課税対象金
額

9 10 不課税・ 非課税対象額 28
不課税・ 非課税対象金
額

9 10 不課税・ 非課税対象額

29 Ｃ Ｒ X 1 改行コ ード （ 0xOD） 29 Ｃ Ｒ X 1 改行コード （ 0xOD）

30 Ｌ Ｆ X 1 改行コ ード （ 0xOA） 30 Ｌ Ｆ X 1 改行コード （ 0xOA）

※属性凡例 ※属性凡例

9： 半角数値項目（ ASCI I コード ） 9： 半角数値項目（ ASCI I コ ード ）

X： 半角英数字項目（ ASCI I コ ード ） X： 半角英数字項目（ ASCI I コ ード ）

N： 全角日本語項目（ Shi f t -J I Sコ ード ） N： 全角日本語項目（ Shi f t -J I Sコード ）

物理フォーマッ ト 　 ：

改正前（ 令和6年3月1日施行） 改正後（ 令和6年11月1日施行）

大口・多頻度割引制度　ＥＴＣコーポレートカード利用明細フォーマット仕様 大口・多頻度割引制度　ＥＴＣコーポレートカード利用明細ＣＤ－Ｒフォーマット仕様
（ 利用明細に係る補足情報データフォーマッ ト 仕様（ インボイ ス対応） ） （ 利用明細に係る補足情報データフォーマッ ト 仕様（ イ ンボイ ス対応） ）

ファ イル終了条件　 ：

ファ イル終了条件　 ：

○提供方法

○ファ イル情報

○ファ イル情報

ファ イル名　 　 　 　 ：

ファ イル名　 　 　 　 ：

レコード 長　 　 　 　 ：

レコード 長　 　 　 　 ：ボリ ューム名　 　 　 ：
最大記憶容量　 　 　 ：

○提供方法

○メ ディ ア情報（ CD-R）
対応ＯＳ 　 　 　 　 　 ：

削除

⇒削除


